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社会資本整備審議会・交通政策審議会 第１５回技術部会 
 
 

（田村課長）定刻になりましたので、ただいまより社会資本整備審議会・交通政策審議会

第１５回技術部会を開催させていただきます。委員の皆様方にはお忙しいところ集まりい

ただきまして、大変ありがとうございます。事務局の大臣官房技術調査課長の田村でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 それではまず、ご出席いただきました委員の皆様方をご紹介させていただきます。家田

仁部会長です。 
（家田部会長）よろしくお願いします。 
（田村課長）山岡耕春委員です。 
（山岡委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）福岡捷二委員です。 
（福岡委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）竹内健蔵委員です。 
（竹内委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）須田義大委員です。 
（須田委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）黒田勝彦委員です。 
（黒田委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）岸本喜久雄委員です。 
（岸本委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）井出多加子委員です。 
（井出委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）淺野正一郎委員です。 
（淺野委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）秋山充良委員です。 
（秋山委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）磯部雅彦委員です。 
（磯部委員）よろしくお願いいたします。 
（田村課長）梶浦敏範委員です。 
（梶浦委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）久保哲夫委員です。 
（久保委員）よろしくお願いします。 
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（田村課長）坂村健委員です。 
（坂村委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）大聖泰弘委員です。 
（大聖委員）よろしくお願いします。 
（田村課長）花木啓祐委員です。 
（花木委員）よろしくお願いします。 委員の皆様方、本日はどうかよろしくお願いいた

します。なお、国土交通省側、お手元の座席表のとおりとなっております。 
 本日の分科会並びに部会でございますが、委員総数２５名のうち１６名の委員の皆様方

にご出席をいただいております。社会資本整備審議会令第９条第３項及び交通政策審議会

令第８条第３項による定足数を満たしていることをまずご報告申し上げます。 
 それでは、会議の冒頭に当たり、技監よりご挨拶を申し上げます。 
（徳山技監）委員の先生方、このお暑い中、またお盆明けの大変お忙しいところを当技術

部会にご出席を賜りまして、インフラ長寿命化基本計画に基づく取組の推進にご協力いた

だき誠にありがとうございます。先月から技監を拝命しております徳山と申します。もう

言うまでもなく、私ども昨年をメンテナンス元年と、大臣のリーダーシップで言い習わし

ながら準備を進めてまいりました。当技術部会におきましても昨年末にご答申をいただき、

更に本年３月に引き続き検討すべき事項として４つの事項のご決定をいただきました。 
 私も１か月前まで道路局長をしておりましたですけれども、７０万橋ある橋のメンテナ

ンス、点検、診断、対処、もう待ったなしであることは間違いないわけでございますけれ

ども、例えばお願いをしていこうと、民間側にもそれだけの受け皿は現在ないわけでござ

いますし、発注側もすぐにもその力を借りたいと思いながらも、例えば資格制度、あるい

はどういうやり方でするのかというような、あらゆることが未整備でございますから、発

注側、受注側、言わば鶏と卵のような形で、大急ぎでこれから、拙速であっても完璧でな

くても、いろんなものを整えていくと、そういうタイミングなんだろうなと思います。 
 本日は、これらの中で優先課題として、まず資格制度の確立をということで、提言案に

ついてご審議をお願いしております。議事次第に書いてあります、１番目でございます。

そして、それを更に詳しく検討するための今後の体制の整備の案ということで、技術者の

資格制度小委員会の設置を今回、案を作っておりまして、これもご審議をいただくことと

なっております。 
 いずれにしましても、この待ったなしのメンテナンスのサイクルを、具体に回すところ

をいよいよ始めたいと思っておりまして、本日も有意義なご審議をいただきたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いをいたします。 
（田村課長）ありがとうございました。カメラ等による頭撮りはここまでとさせていただ

きます。 
 それでは議題に入る前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。資料の一覧につ

きましては一番最初の議事次第の下の方に記載をさせていただいておりますが、議事次第
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と、それからその次が出席者名簿、その裏に委員名簿、それから本日の配席図、それから

資料の１－１、資料１－２、資料１－２の参考資料として参考資料の１から４。資料の１

－１から参考資料の４までクリップ留めさせていただいております。及び資料の２、以上

でございます。 
 事前に事務局の方で確認をさせていただいておりますが、過不足ございましたらお申し

付けいただくようお願いいたします。それでは、早速議事に入らさせていただきます。こ

れより議事進行を座長であります家田部会長にお願いいたします。 
（家田部会長）皆さん、お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。早速議

事に入らせていただきます。 
 お話のとおり、議事２つございますが、まず１件目が緊急提言、これに関する審議でご

ざいます。これにつきましては、この後、詳しく説明がございますけども、この技術部会

の中に作りましたメンテナンスの戦略の小委員会でずっと検討されてきたもので、その小

委員会の中に今度はワーキンググループを作りまして、そこで資格制度の早急にやんなき

ゃいけないことをとりあえずまとめていただいたもの、それをベースにしながら小委員会

としてレポートをまとめたものでございます。 
 それをご審議いただきまして、なるべく早い時期にこの部会の提言としてまとめたいと、

こういう趣旨でございます。それでは早速事務局より資料１－１、１－２につきまして、

ご説明をお願いいたします。 
（森戸調整官）それでは、私のほうから資料のご説明をさせていただきたいと思います。

資料１－１をまずご覧をいただきたいと思います。 
 今ほど家田部会長の方からご紹介をいただきました、ここには書いてございませんが、

前回、第１４回の技術部会、３月２８日に開催しました。そのときに４つの、引き続き検

討すべき事項ということでご審議をいただきまして、その中の１つとして点検・診断に関

する資格制度の確立というテーマを早急に対応しようということでご決議をいただいてご

ざいます。 
 その後、メンテナンス戦略小委員会、それからその下のワーキンググループで議論をい

ただきまして、後ほどまたここに戻ってご紹介したいと思いますが、今日、８月１８日、

赤い枠で囲ってございますけれども、第１５回のこの技術部会で「社会資本メンテナンス

の確立に向けた緊急提言：民間資格の登録制度の創設について（案）」ということでご審議

をいただき、できればご決定をいただければというふうに思っている次第でございます。 
 それでは、提言の中身にお時間を取らしていただきたいものですから、資料１－２に先

に進ませていただきます。資料１－２、全体をクリップで留めてございます。クリップを

お外しいただきたいと思います。後ろの方に参考資料が４つ付いてございます。参考資料

の１ということで、Ａ４横紙が付いていると思います。青い、上に帯が付いた資料でござ

いますけれども、これを横目で見ながらご説明をさせていただきたいと思います。 
 まず、参考資料の１の方、全体の概要をがお示しさせていただいてございます。メンテ
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ナンスを確実に実施するという観点から緊急提言を簡単にまとめたものでございまして、

まず冒頭、資格制度の現状と課題について触れてございます。既存の民間資格、存在する

のだけれども、なかなか必要となる技術内容、水準になってるのかどうかというのが明確

でない、と。 
 今後も常に新しい基準とかマニュアル等に対応していく必要があるといったような課題、

そして、じゃあどんな資格制度を作るのかというのが大きな２番でございまして、国が必

要な知識、技術水準を明確化していって、そして様々な民間資格を評価させていただいて

活用を図っていこうというようなこと。 
 そして、大きな３番として、対象とする施設、業務の範囲でございまして、まずは当面

検討を急ぐ所管施設、そして外注を仰せつけられる業務を対象にして一般的な技術レベル

のものを検討しようということ。そして右側にまいりまして、その民間資格を登録すると

きの要件、そして評価・登録のプロセス、ここが一番、今回の提言の大きなポイントにな

ってございますけれども、ここの部分の整理を施行させていただきまして、最後６番とし

て今後の課題、こんな流れの整理をさせていただいたということでございます。 
 以降、資料１－２を用いまして順次ご説明をさせていただきたいと思います。まず、タ

イトルでございます。冒頭のタイトルでございますけれども、実は今日のこの前の段階、

この前８月５日にメンテナンス戦略小委員会を開催してご議論をいただくまでは、違うタ

イトルでございました。 
 社会資本の維持管理に関する資格制度のあり方の提言という形のタイトルにしてござい

ましたが、メンテナンス小委員会の先生方、そして家田部会長、委員長でもお願いをして

ございますが、の方から、当面急ぐところ、とにかく早く進めるんだと、このタイミング

でまとめることがやっぱり大きな意味があるんだというようなこと。 
 それから資格制度そのもののあり方ではなくて、その使い方とか緊急性とか、何か緊迫

感みたいなものが欲しいということで、こんなお話を実は頂戴をいたしまして、家田部会

長ともご相談をして、今日ご提示をしてございます「社会資本メンテナンスの確立に向け

た緊急提言：民間資格の登録制度の創設について」という形の、まずタイトル案をお示し

してございます。 
 ページをおめくりいただきたいと思います。左側の目次は先ほどの概要と同じですので

飛ばさせていただき、まず１ページ、「はじめに」というところでございます。これまでの

流れをざっと振り返る形になってございますけれども、この技術部会に対して諮問をさせ

ていただき、そして、昨年の年末、平成２５年１２月に答申をおまとめいただいたという

こと。 
 その後、４つの事項を更に引き続いて小委員会で検討するということで、先ほども説明

しましたが、ここに４つあるうちの１番「点検・診断に関する資格制度の確立について」

というところを優先的に検討することとしたということを書かさせていただいてございま

す。 
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 メンテナンス戦略小委員会では、資格制度の全体像、それから評価の、民間資格を評価

する際の流れ、そしてその際の評価の視点と、点検・診断・補修設計、そのときに求めら

れる知識・技術、こういったものについて調査、ご審議をいただきました。そして資格制

度の構築という点について速やかに講じるべき措置の内容と、今後の検討課題についてお

取りまとめいただき、緊急提言を行っていただくということで書かせていただきました。 
 その後は、検討の際の体制ということで資格制度ワーキンググループというのを設置し

たということでございます。ワーキンググループにつきましては、日本大学の木下誠也教

授ほか、１２名の先生方にお願いをいたしまして、ここでそれぞれの点検・診断・補修設

計等に必要な知識・技術ですとか、それから資格を評価、審査する際に確認すべき技術的

事項、それからどんな業務の流れをするのかといったようなことについてご議論をいただ

いた次第でございます。 
 そして最後ですが、この緊急提言の対象といたしまして、一応検討した対象は私ども国

土交通省の行政として所管している社会資本分野の施設のうち、主に土木構造物を対象と

しておりまして、国家資格等によりまして資格制度が整っている建築物については対象か

ら除いているということを明記してございます。 
 ２ページにお進みをいただきたいと思います。２ページは、冒頭申し上げました、現在

の資格制度を取り巻く現状と課題について２ページから３ページにわたって追求をしてご

ざいます。まず目指す、答申・法律等において資格制度がどんな方向性で書かれているか

ということで、ここには４つの事項が明記をさせていただきました。１つはこの技術部会

の下にあるメンテナンス小委員会でまとめていただいた答申、技術部会に向けての答申で

すね。 
 それからその後、社会資本整備審議会の道路分科会の方でまとめられた提言、そして国

交省をはじめ政府、関係省庁でまとめましたインフラ長寿命化基本計画、そして最後に、

この６月に成立しました公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正法案というこ

とで、改正された品確法、これらに基づいて資格、それぞれの資格をちゃんと評価してい

くんだと、あるいは活用していくんだということが規定されていることをまずお示しをし

ました。 
 一方、２番で、地方公共団体の資格の活用はどうかということでアンケート結果の概要

をお示しをしました。都道府県・政令市の８割のところで発注をするときに配置技術者資

格要件を設定しているんだけれども、今後の方向性についてはほぼ全ての自治体で、業務

における配置技術者資格要件を義務化していくべきだという方向性にあるということのア

ンケートの結果をいただきました。 
 一方、市区町村ですが、現在取組を特別にやっていないと、今後については、全体の半

数以上で業務における配置技術者に資格要件を義務化したいというような回答をいただい

たということでございます。 
 現状としてどんな資格が使われているかということでありますが、これを都道府県・政
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令市、その他の市区町村のいずれも技術士とかＲＣＣＭ、ＲＣＣＭというのはその下に注

書きで書いてございますが、一般社団法人の建設コンサルタンツ協会の方で付与されてい

る資格がございます、シビルコンサルティングマネージャという名称の資格、略してＲＣ

ＣＭと書きますが、とかっていう状態にしておりますが、これについて使っていないとい

う回答が多かったということでございます。 
 そのアンケートの結果を総じますと、一応自治体で点検・診断をこれから確実に行って

いくために、業務の実施に当たって、資格要件の義務化の検討というのが強く求められて

るんだということが描けたということでございます。 
 それから、点検・診断等に関する既存資格がどうかというところでございます。社会資

本の維持管理に関わっている技術者、ここでちょっと※で注書きを書かせていただいてま

すが、社会資本の維持管理に関してはいろんな作業の内容がございます。それぞれに対し

てやっぱり必要となる知識・技術を持った方が関与されておられるわけですが、この提言

で言う技術者ということにつきましては、その業務全体をマネジメントされるような方と

か、あるいは高度な技術・知識をお持ちの方だけではなくて、いわゆる専門的な技能を持

った、少し技能色の強い技術者の方も含めた概念として、総じて技術者と表記をさせてい

ただいてございますので、こうした注書きを付してございます。 
 で、資格の現状でございますが、国家資格、先ほどご紹介しました技術士なんかが一般

的でありますけど、この技術士は点検・診断等に主眼を置いた部門が存在していない一方

で、民間資格では、これも発注業務をする際の資格要件として結構使われているわけであ

りますけれども、先ほどの検査、建設コンサルタンツ協会のＲＣＣＭ、そしてあと同じく

一般社団法人土木学会の認定技術者資格などもありますが、それ以外に点検・診断等を主

眼に置いたような資格もたくさん存在をしているということの現状。 
 ２番は、その類型として大きく３つございますということ。１つは施設分野の分野ごと

にあるものと、河川とか港湾とかいったような施設分野の分類ごとにあるものと、それか

ら、コンクリートとか、鋼とかといったような、特定の材料の点検とか診断に特化したも

の。あるいは、非破壊検査とかいったような特定の技術に特化した資格、こういった大き

く分けると３つぐらいの分類があるんだろうというようなことの分析でございます。 
 資格付与されるときの条件でございますが、既存の民間資格では試験をやられてるので、

それは筆記なのか口頭試験なのか、あるいは受験の条件として学歴、あるいはその実務経

験とか、どんなふうに設定されてるのかとか。それから更新制度を設けられてるのか。あ

るいは、何か問題があったときに剥奪をするような制度を設けられているのか、こういっ

たことの資格付与の条件というのは、これは多々いろいろあるというようなことでござい

ます。 
 これらの資格を全体で見たときの現状の課題はどうかということで、最後４番にまとめ

てございますけれども、全部で４点ございます。まず１つは、一定の点検・診断等の業務

の水準を確保していくために、必要となる技術内容の水準を明確にして、じゃあそれぞれ
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の資格がちゃんと対応できるのかといったようなことをチェック、評価していくというこ

とが必要であるんだけれども、現在そんな仕組みは存在していないということが１点目。 
 そして２点目としては、河川法とか道路法、法令が改正をされまして、定期点検の義務

化等が位置付けられてございます。点検・診断等の業務、これから増大する中で、施設数

が増加していくときにちゃんと業務が適切に遂行できるのか、４ページ目にお進みをいた

だきたいと思いますが、そういうことで技術者の育成確保が必要だということ。 
 ３つめとしては、この分野、どんどん知見が進んでまいります。新しい知見等が得られ

れば点検等の基準に反映していくということになってまいります。点検・診断等をやって

いただく技術者の方には常に新しい基準とかマニュアルに基づいて、確実に実施をしてい

る必要があると、こんなこともあろうかというようなとこ。 
 最後４点目、これも似たような話になりますが、技術開発といった面でもいろんな検討

が進められていて、これらの技術開発にもちゃんと技術者が習得できるように育成・確保

していかなきゃいけない、こんな課題があるだろうということで、まず大きな１番として

現状と課題をまとめてございます。 
 そして、２番でございますが、じゃあどんな資格制度を目指すのかということで、「目指

すべき資格制度」というところでありますけれども、まず国交省の責務としては、点検・

診断に必要な知識・技術を明確化して、資格制度の構築をして更に運用する。そして、地

方公共団体でのご活用の促進を図っていくことが責務というふうに位置付けました。一方、

地方公共団体では、この資格制度を活用いただいて、社会資本の適切な維持管理を行って

いただくことが責務だろうと。 
 更にでございますが、現在民間資格を付与されておられて、運営されている団体に対し

ては、たゆまぬ自己改革をしていただいて、より一層優れた技術者の輩出に取り組んでい

ただいて、技術者の知識・技術水準の維持・向上を継続的に図っていただく責務がある、

こんなふうにそれぞれの立場の責務を提言の案とさせていただきました。 
 そのために国交省が何をすべきかということで、業務内容ごとに必要となる知識・技術

水準を明らかに示して、それに基づいて様々な民間資格の評価をさせていただき、そして

技術水準が確保された資格の活用を図っていくために資格制度を構築すべきだと。その際

の方向性として３点、４ページから５ページについておまとめをさせていただきました。 
 まず１点目が、ちゃんとできる技術者さんを将来にわたって確保していくべきというの

が大きな１番。そして、２番目としては、評価とか資格制を考えるときの単位でございま

すけど、発注をして、通常、橋梁とか堤防とか、そういった対象施設ごとに発注をされて

民間企業にお願いをしているというところがございますので、これの施設特性に応じて点

検・診断の業務もそれぞれの発注単位ごとにできるだけ合致した資格の活用を図るべきだ

ということ。 
 そして３点目については、先ほどの課題の最後にもありましたけれども、日々進歩する

メンテナンス技術に対応するために最新の技術を習得した技術者を評価できる資格制度に
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していくべきだというようなことを、方向性をまとめさせていただいてございます。 
 大きな３番目でございます。じゃあ今回、資格制度をどんなところを対象にしてやるの

かというようなことでございますけれども、考え方、大きく４点に分けて表記をしました。 
 まず１番目、対象施設でございます。国交省所管の社会資本分野、国土交通行政として

カバーしている範囲の社会資本分野には、橋梁とかトンネル、あるいは舗装、堤防・河道、

水門・樋門、ダム、港湾、こういったいろんな施設があるわけでございますけれども、全

部を一遍に対象にするというよりは、当面検討を急ぐ所管施設から検討を始めて、段階的

に充実を図っていくということにしてございます。 
 ２番目に対象の業務でございますけれども、維持管理に関する一連の業務としては、点

検、診断、そして補修設計、こういった形があるわけでございますけれども、これもいき

なり全部を対象にするのではなくて、民間事業者に外注をさせていただいて行っている業

務の中で、当面検討を急ぐものから検討をして、これも段階的にその充実を図っていくと

いうことでございます。点検、診断、補修設計、それぞれ具体的にどんな内容を考えてる

のかといったことで下に３つ整理をしてございます。 
 点検については、損傷状況の把握ですとか、損傷部分の判定、点検結果の記録といった

ようなこと。診断は、その点検結果に基づいて、構造物全体として対策区分、対策の緊急

度がどうかとか、優先度がどうかといったようなこと、それから健全度がどうかといった

評価をすると。そして、補修設計は更にその点検、診断の結果を踏まえて構造物の補修対

策ですとか、工法の立案・設計、そして、じゃあどうやって施工をするのかといったよう

なことの計画の立案等をイメージしてまとめてございます。 
 大きな３番目でございますが、対象業務の技術水準ということでございます。これも例

えばでございますけれども、橋で言いますと、橋長１０メーター、２０メーターのものか

ら、海を渡るような大きな橋まであるわけでございますけれども、そういった長い大きな

橋といったような特殊性の高いもの、あるいは高度な技術を必要とするものは、ちょっと

今回横に置かせていただきまして、施設数では圧倒的に数の多い、地方公共団体で管理を

されておられる施設の点検・診断で活用するということを念頭において、当面は一般的な

施設で通常必要とする技術水準が確保できることを目指すということで、この提言案のお

まとめをさせていただいたということでございます。 
 ６ページにお進みをいただきたいと思います。６ページでございますが、対象技術のレ

ベルをじゃあどう設定するかという、この対象技術者のレベルですが、業務を発注させて

いただく際に技術者の役割に対応して技術者レベルの設定をさせていただいてございます。

大きく２つに分けましたが、１つは管理技術者、これ業務の発注の際に使う特別な呼び方

でございます。 
 注書きに書いてございますけれども、契約の履行に関して業務全体のマネジメント、管

理の役割を担っていただく受注者側の責任者のレベルか、あるいはそのマネジメントをす

る方の下で実務を担当される方、実際に現場に赴いて作業をされたり、あるいはデータを
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おまとめになられるだけの方もいらっしゃるかもしれません、そういった全体のマネジメ

ントの下で実務を担当される方を担当技術者というふうに呼んでございまして、この２つ

の技術者にそれぞれ対応して、必要とする技術を、知識技術をまとめていこうというふう

にさせていただきました。 
 ６ページの中ほど下、４番に進みますが、これらの民間資格をどうやって登録をしてい

くのかという際の要件をおまとめいただきました。要件でございますが、まず１つは民間

資格の登録要件の設定でございますが、いずれにしても技術水準の維持確保だけではなく

て、公正、適正な手続、あるいは将来にわたって有資格者をちゃんと確保していくという

ことの観点からまとめてございます。 
 まず一番上の登録要件で区分の設定でございますが、先ほど言いました、施設の分野、

道路とか橋梁とか堤防とかですね、とか、あと業務の分野、点検・診断・補修設計、こう

いったそれぞれごとに標準的な発注業務単位を勘案して、登録区分を設定すべきというこ

とでございます。ちょっと分かりにくいので、参考資料の４をご覧いただきたいと思いま

す。 
 参考資料の４の１２ページをお開きいただきたいと思います。実は今回、参考資料の４

の１２ページの下側でございますが、資格制度の検討対象とする業務範囲等（４）という

ところでございまして、今回の検討の対象とさせていただいた施設、上にありますように

道路、河川、砂防等々ありますが、施設と、それから業務、縦の方に点検、診断、補修設

計というふうにございます。 
 これらについて整理をしたということでございますが、ここの、区分をここで申し上げ

ましたのは、その施設分野、業務分野ごとにそれぞれ標準的な発注業務の単位を勘案して

登録区分を設定すべきということで、例えばですが、橋梁とかトンネル、あるいは公園施

設については、点検と診断、それぞれ分けて発注することを想定して今回の資格の登録区

分を考えたということになりますが、その他の堤防・河道から空港施設までのものについ

ては、点検と診断を１つにまとめたような形の発注を勘案して、登録区分を設定したとい

うことで、それぞれのものの特性等に応じて登録区分を設定すべきだということの提言を

まずこの１番でいただきました。 
 本文６ページの方にお戻りをいただきたいと思います。まず、次に登録期間の設定でご

ざいますが、先ほども言いましたけど、技術水準の確保をするためには最新の状況の技術

の反映をしていただくということで、そういう定期的なモニタリングをするということの

重要だという観点から、一定の有効期限を設けた登録として、更新時にその時点における

要件をちゃんと満たしているのかというのを改めて確認すべきだということ、その期間は

概ね５年程度とすべきではないかということのご提言を主にさせていただいてございます。 
 ７ページにお進みをいただきたいと思います。その他の登録要件の設定として、民間資

格を運営されている団体が安定的に運営されているのかといったことで運営体制、組織体

制とか財政基盤、そしてあるいは中立だとか、社会的信用は十分にあるのかといったよう



10 

なことのチェックをせよ、というのが１番目。 
 ２番目としては、その試験ですね、資格を付与するような試験の運営とか審査が適切と

かに、公正にやられているのかということのチェックです。合否基準が明確にされている

のか、あるいは受験資格が一般に公表されているのかといったようなこと。 
 ３番としては、その試験としてどのようなことを問うていらっしゃるのかというような

ことのチェックということで、概ね７点ぐらいを設定しましたが、法令、基準、工学、経

験、そして７ページから８ページにかけて、それぞれ点検、診断、補修設計に関する知識

ということで書きました。ただし、これが一般論として書いていただいたということで、

施設・業務の特性に応じて適宜の追加の確認項目を検討する必要があるということも付記

をしてございます。 
 それから８ページにお進みをいただきまして、資格取得者の管理体制ということで、資

格を渡しきり、与えきりではなくて、ちゃんと資格者の管理をする体制を取っておられる

かどうかというようなことのチェック。そして５番目で、同じく渡しきりではなくてそれ

ぞれの資格をお持ちであった方がその技術の水準の維持・向上のための取組をされている

か、あるいは最新の知識を習得されるための取組をするような体制になってるのかどうか

ということをチェックするというようなことが５番目に書かれています。 
 最後６番目でございますけれども、逆に不良・不適格な資格取得者に対しては資格を剥

奪するような措置を取られているのかどうかというようなことのチェックも必要だという

ことでおまとめをいただきました。 
 続きまして８ページの後半になりますが、民間資格の登録後の運用ということで、変更

した場合の措置、それから登録後のモニタリング、それから取消しの措置についてもおま

とめをいただきました。 
 ９ページの方にまいります。５番で、その評価、登録をどうするのかということで５点

の留意事項をここでまとめていただきました。まず１点目は、ちゃんと国土交通省が点検・

診断に必要な知識・技術を明確化、それも告示等の方法により対外的に広く示すべきだと

いうようなことが１点目。２点目は、評価・登録に当たっては、あらかじめ対外的に広く

民間資格を公募すべきであるということ。 
 ３つ目が、評価・登録をする、チェックをさせていただくことになるわけでございます

が、その評価をする際に当たって、学識経験者の先生方、あるいは実務に詳しい専門家の

方々のような第三者の方々にご意見をちゃんとお聴きする仕組みを構築すべきだというこ

とで、中立性をちゃんと確保すべきだということ。それから４点目でございますが、登録

に至った資格については、その資格の名称、あるいは登録を受けた団体の名称について広

く一般に公示すべきだということ。 
 そして最後５番目でございますが、登録をした民間資格について、まず国交省として積

極的な活用を図っていくことも必要ですし、あるいは地方公共団体に対してその資格の活

用について強く求めていくというようなことで、必要な措置を講じていくことが大事だと
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いうことであります。 
 今回のメンテナンス小委員会で検討していただいた必要な知識・技術を１２ページ以降

にそれぞれの施設、業務、それからレベルに応じてまとめてございます。必要な知識・技

術、それぞれについて少しずつ微妙な書き方が変わってございますが、大体のパターンと

いたしまして、どういった業務の実施に当たって、どんなことをするために必要な知識及

び技術である、こんなふうな書き方でそれぞれの特性等に応じて、それぞれの分野ごとに

整理をさせていただいたところであります。 
 １０ページ、お戻りをいただきたいと思います。１０ページから１１ページは、今回の

提言の最後のところで、今後の課題に対応するということで、これで大きく６点おまとめ

をいただきました。６点の中に更に大きく分け、３つに分かれます。 
 まず最初の（１）（２）（３）でございますけれども、これが要は今後の資格制度の対象

の拡大、あるいは深みの拡大、こんなことにまとめられるんじゃないかと思ってますが、

まず１番目が、要は今回、先ほど申し上げましたように、当面検討するんだということを

私ご説明申し上げましたので、今回の対象に含めなかった施設、業務についても、速やか

に検討して、資格の評価・登録をやるべきだということ。 
 それから機械設備ですとか、電気設備といったような業務もございますので、これらに

ついても検討を進めるべきだし、更に高度な技術に関する資格の展開についても検討をや

るべきだというのが大きな１番でございます。 
 それから２番でございますけれども、それぞれの業務分野ごとに今回資格の評価をする

といったようなことでおまとめをしましたが、維持管理のやり方で工夫がどんどんこれか

ら変わってまいりますと、その調達方法、いわゆる民間へのお願いの仕方も変わっていく

ことも想定されますので、これから登録区分といったようなこともその実態に応じて検討

していくべきだろうと。 
 更に、いろんな組み合わせでやらなきゃいけないようなものもあるかもしれませんので、

そういった組み合わせでやらなきゃいけないようなものは、関係部局で連携・調整をちゃ

んとしていく必要があるといったようなことが大きな２番であります。 
 それから３番目は、民間資格の中には、その中にレベルを設けて、技術者のレベルを設

けて、設定を講じていろんな資格を付与されているものもございますので、資格制度の安

定的継続的運用のためには、こういった中での資格取得者の、資格を取得された中でのス

キルアップの仕組みも検討していくことが大事なんじゃないかというようなことを書いて

いただいてございます。 
 それから１１ページに進みまして、４番目は、今度発注をする側、今どちらかというと

受注をしていただく側のことをずっとお話をしてまいりましたが、発注をする側の能力向

上も必要だということが（４）番であります。民間事業者のみならず、施設管理の総合的

な業務に従事している私たち行政側の職員自身の能力向上も重要な課題だということで、

それぞれの技術力確保とその向上を図るための措置についても検討をすべきでないといけ
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ないだろうというようなことであります。 
 それから５番目と６番目は、新たな分野への展開ということになろうかと思いますが、

５番目は既存の民間資格でまだ対応できないような部分、存在しないような部分、これに

ついては必要に応じて新たな資格を創設することも含めて対応を検討しなきゃいけないと

いうようなこと。 
 それから６番でございますが、今回、点検・診断・補修設計ということで、維持管理、

メンテナンスといったとこで議論を進めてきていただいたわけでございますが、新しくも

のを作ること、できたものを管理するのではなくて、新しくものを作る、新設についても

メンテナンスと表裏一体の関係にあって、これは非常に密接に関連してるんだというよう

なことでありまして、この新設から、維持管理全体通じて、業務発注をするときの資格制

度について並行して検討を進める必要があるということでご提言を最後に付記していただ

いてございます。 
 それから、後段でございますけれども、担い手の確保といったようなことで、安定的な

技術力の確保・育成・評価をしていくためにも、ちゃんと資格制度みたいなところの構築

をして、技術者さんのステータスみたいなところもちゃんと評価していかなきゃいけない

というようなことも付記をしていただいたというのが、最後の６番のとこのまとめという

ことでございます。 
 １２ページ以降、先ほどご説明しました、通常、点検・診断等に必要となる知識・技術

をまとめたものでございます。それから、参考資料は、１は、先ほど申し上げました全体

の概要、２が審議の経緯、それから３が先生方の、委員のメンバー、それから４でござい

ますけれども、中身を話しますとちょっと時間があれですけど、ざっとご覧いただくだけ

にしますが、５ページ、参考資料の４、冒頭５ページというところになりますが、まずご

紹介しました先ほどの答申等がどういうふうに働いているかというのが５ページ、６ペー

ジであります。 
 それから、７ページからが私がご紹介しましたアンケートの結果のデータでございます。

それから１１ページが、今回どんなところを対象として検討したのかというところ、それ

から１１ページの下側が具体的に点検とかではどんな作業をしてるのかというイメージ。

それから１２ページが一般的な技術を対象としますよ、あるいは技術者のレベルに応じて

設定します、あるいは業務の範囲をカバーするように評価を考えますといったようなもの

のイメージ。 
 それから１２ページは先ほどご紹介をしました、今回検討した業務の資格等の登録区分

ですね。それから１３ページが作業に必要となるマニュアルが上、１３ページの後段以降

はそれぞれの施設分野ごとに具体的にどんな発注業務のプロセスでやってるのかといった

ようなことで、先ほどご紹介したワーキンググループでご紹介をしたものを参考資料とし

て付けさせていただいてございます。非常に長々とご説明申し上げましたが、以上でござ

います。よろしくご審議をいただきたいと思います。ありがとうございました。 
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（家田部会長）ご説明どうもありがとうございました。それでは、ただいまの資料につき

まして皆様からご質問やコメントをいただきたいと思います。なにぶん一刻も早くこの制

度をスタートすべきだと思いますので、ぜひ建設的なご意見を賜りたいと思っています。

時間の都合もございますので、一通りご意見いただいておいて、そしてお答えするという

ふうにしたいと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ、大聖先生。 
（大聖委員）それでは２点、ちょっとご質問させていただきます。こういう補修とか改修、

それから点検、これから先進技術がどんどん進んでいくと思うんですよね。日進月歩で。

そういうふうにしないと、また効率的ではないと思いますけれども、そういった技術に対

して資格を持った人が、どういうふうに新しい技術が出てきたときのフォローをされるの

かというような点、これについてお伺いしたいと思います。 
 それから、このような資格制度によって、どの程度点検や補修の効率化が図られるのか、

その有効性をどうやって、この制度が進行する過程で検証していかれるのか、この２つを

お伺いしたいと思います。 
（家田部会長）どうもありがとうございます。引き続き、ほかの先生方、ご意見、ご質問

をお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。特にリクエストもなさそうです

ね。じゃあ、大聖委員からのご質問にお答えいただくようにしましょう。 
（森戸調整官）私の方から、大聖先生からいただいたご質問にお答えしたいと思います。

まず１点目でございますけれども、先ほど私もご説明をさせていただいたつもりでおりま

したけども、要は先生、今おっしゃっていただきましたように、技術どんどん進歩してい

っていまいります。なので、そのときの最新の技術でチェックをさせていただいた資格で

も、何年後かに陳腐化するということ。 
 ただそういう意味で、資格を与えて、私どもも登録をして、お認めをしたきりではなく

て、私、今のこの提言の中でまいりますと、５年ごとにその資格がそのレベルを満たすか

チェックをしていこうということでありますので、逆に言うと、その資格の方もそのとき

そのときに応じてどんどんレベルアップをしていただくようなことをお願いしていくよう

な形にしていきたいというふうに思って、そのために私どもは５年ごとに登録のチェック

をさせていただくべきだということで、この提言におまとめをいただいていると思ってご

ざいます。 
 それからもう１つ、この資格制度をやって、どれだけ業務が効率的になるのかという２

点目のご質問でございますけれども、やはり冒頭、技監のご挨拶でも触れましたけれども、

やはりたくさんの施設をこれから、地方自治体も含めて、メンテナンスをしていただけな

きゃいけないということで、まずは今回これで目指すのは、ある意味、点検・診断の業務

の中で一定の水準をクリアしたような形で業務をちゃんとやっていただける体制を作り上

げるということを目指していきたいというふうに思ってございます。 
 なので、今日ご説明をいたしました、私どもの思いといたしましては、当然、地方公共

団体にはお願いに近くなってまいりますけど、恐らく国交省としてはある技術者さんがそ



14 

ろってきた段階については、こういった技術を持っている方でないとそういった業務をし

ていただけないですというような、いわゆる資格要件といったような形で業務を発注して

いくようなことも考えておりまして、そういうことによってある一定の水準を超えた点検

結果ですとか、診断結果が必ずは得られるようなことを保証していくというようなことで

やっていきたいなというふうに思っておるところでございます。 
（家田部会長）大聖先生、後半のとこはご了解いただいてますかね。 
（大聖委員）こういう制度が普及してって、どういうメリットが実際に発生するのか、そ

れはどうやって検証するかという、そのことを尋ねたかったんです。 
（家田部会長）私からお答えするというよりは私の意見に過ぎませんけども、現状での社

会資本が何らかの格好で、少なくともきちんと点検、補修がされてるという状況であれば、

我々のタスクはそれを効率的に行う、よりよく行うってとこが最大タスクになるんですが、

残念ながら現状は、必ずしも管理が十分にされてないし、やるべきこともあんまり上手に

やれてるようでも、上手どころじゃなくてやれてない面が多そうだねということでござい

ますよね。 
 それで、一昨年以降、法制度がうんと変わって、とにかく点検やんなきゃいけないって

義務になったとか、それから、じゃあ何をどうやってやるっていうのが、指針とかマニュ

アルが調ってなかったので、それを緊急に各部門作ったんだと。そしてじゃあ、今度はそ

れをやる担い手っていうのがどういうクオリティを保証できるのかっていう体制が整って

ないので、今回資格制度を、最低限こういうふうにやろうと。 
 この制度自身も恐らくこれで十全ではないので、更に改善が必要であるし。それが整っ

てくると今度は、大聖先生がおっしゃるような意味で、よりよくやっていくことが次なる

課題になってくると思うので、当然、そこでのモニタリングというのが引き続きやってく

んじゃないかな、そんなふうに理解してるとこでございます。よろしいでしょうか。 
 それから、前半の新技術についても、国交省が５年ごとに見直すって面と同時に、各資

格制度ともに独自の方法でリノベートしてくようなのが、大体普通は資格制度、そういう

ふうになってますよね、今はね。それがきちんとされてるかどうか、というようなとこが、

判定のときの非常に重要な要件になってくるんじゃないかとは思います。 
 ひとまずよろしいでしょうか。では、久保先生、どうぞ。 
（久保委員）私は建築の分野ですので、今回は、ある程度制度が整っている。極めて、今

のプラクティカルな運用の面からいくと、今回は個人にある程度の資格を与える。その資

格を与える一種の法人についても資格を考えるという、そういう２段構えになってるんで

すね。主に今のお話は、どちらかというと、対象としてるのが道路、港湾といって、非常

に広い分野で、たぶん建築の分野だと、それの何倍にも当たる大きなもの。 
 基本的には今のご提案は、既存の民間資格をある程度国家的な資格に読み替えるための、

１つのプロセスを考えてらっしゃると思うんですけれど、たぶんこれに関して新たに、分

野が広いだけに新たに資格者になろうという団体が作られて、参入するというのが考えら
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れる。ある意味で民間活力の活用という言葉でもあるし、ある程度営利的な事業としても

成り立つようなことがある。そこ辺りの見通しは、今、国としてはどうお考えになってる

のかと。ちょっとそれを伺いたい。 
（家田部会長）いかがでしょうか。 
（森戸調整官）まさに今、久保先生が挙げて、現在やりたいのは既存の民間資格にある程

度技術的レベルなり、知識がちゃんとあるということを認知ですね、それのチェックを強

化をさせていただいて登録をするということでございますが、今、先生がおっしゃった、

じゃあ今回この制度が構築ができたら、新しい資格を自分のとこで付与してやっていこう

というような動きも、きっとそれ、私、出てくるんだというふうに思ってございます。 
 先ほど大聖先生の１点目のご質問でもお答えをさせていただきましたが、まずは今、私

うまく答えられませんでして、家田部会長にフォローいただきましたけれども、要はちゃ

んとした点検結果なり、ちゃんと今の既存の施設を見るために必要なレベルをちゃんと確

保するというようなことを、まず当面の目的にするわけでありますけれども、やはりそれ

が私どもとしてはそこの業務を発注させていただく際に、こういう人じゃなきゃいけませ

んという形に最後はちゃんとやりたいというふうに思って。 
 要はそういう形の人しかもうその作業に従事をしていないというふうな形を持っていき

たいと思ってますが、今の先生からの話だと、その更に数が今度増えてきたときには、こ

れ、けして私どもの中でオーソライズされてるわけではありませんが、今度はどんどん私

たちとして求める技術レベルが高くなっていって、そこに追随をしていただけるような資

格になっていくのかというようなことにもなるだろうし、先ほど言いました、足りないと

ころは私どもが資格を考えるようなこともやらなきゃいけないというご提言をいただきま

したが、そういう意味で既存の資格がないところに入っていっていただくということであ

れば、それはそれでその資格を新たにその分野として評価をさせていただくという形にな

るんじゃないかというふうに思う。 
 なので、既存の資格があるところについては、レベルアップの方向に働いていくという

ふうに思ってますし、既存の資格として登録するものがないところについては、そこで活

用させていただくようなことで、新しい参入というのは十分あり得るんじゃないかという

ふうに考えているところでございます。 
（家田部会長）久保委員、いかがですか。 
（久保委員）言葉としての民間活力の充実ということなんですけど、ちょっと建築分野と

違うのは、ここに対象とされてる社会施設そのものが、設計行為そのものがある程度公共

的なところでやられている。ＪＲも道路公団も民営化しましたけれども、今後そういった

民間による設計になる傾向はあると思うのですけど、たぶん堤防や何かは比較的公共団体

が設計、設計主体がある。 
 それの点検は別にして、ある程度の診断だとかということになったときに、ちょっと私

のような分野から危惧するのは、外から見てると、そういうものが民間のインスペクショ
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ンになじむかという。全ての今日挙げられている資料の、参考資料の４のどこかにありま

したように、非常に広い分野に渡っているわけです。 
 １２ページにあるように、道路から始まって公園まで。これ全て対象にしてスタートす

るという、私から言うと必然性がどこにあるのかと。ある程度、目利き力というのか、そ

ういう政策的なお考えはなかったのかと。その辺いかがでしょう。 
（家田部会長）これは途中にも書いてありましたけど、急ぐものからやってくと。それか

ら、特性が違うので分野別にやってくと。これを全部まとめて１個の資格にするって意味

じゃあないですね。よろしいですね。 
（久保委員）はい。 
（家田部会長）坂村委員、どうぞ。 
（坂村委員）最初の冒頭に、緊急だということなので、ここに今日のご説明聞いてて、緊

急ということだったらこういう、緊急提言なんで、現実的だというふうに私は思ったんで

すが、ちょっと１つ質問あるんですけれども、現実的ということで民間の資格に関して公

募をして、それを今もお話出てるように、認めるかどうかってことやるってときに、これ

１、０なんですか。 
 それとも、どこか直せ、１、０というのは要するに公募が来たときにもう丸かバツかだ

けでやっちゃうのか、ちゃんと、例えば改善したら、何か直せばいいとかというふうにす

る予定なのか、それとももう駄目ならバツで、いいなは丸ってやるのかと、これが１個目

の質問。 
 それから２番目に、これ評価なさると非常にいいことだと思って、ぜひ、これは公表す

べきだと思います。それで、どう、理由ですね。駄目だったとしたらどうして駄目なのか

と。どういう、本当はどうすべきだったのかと。要するに、いわゆる、本当は全部ゼロか

ら作るというのが本当はいいのかもしれないけど、なかなか現実的に緊急ってことを考え

ると、緊急でやろうとすると、私は現実的だと思ってるんで、ハイブリッド的な、要する

にもうちょっと直せないかとかっていうようなことを委員会が言うのかどうかということ

ですね。 
 それと、これは２個目のものは質問というよりは意見ですけど、ちゃんと評価したこと

に関しては広く公表すべき、どう評価したかを公表すべきだというふうに私は思います。

以上です。 
（家田部会長）公表のとこは、公表するって書いてあるのでまあいいとして、前半の方の

ご質問はいかがでしょうか。 
（田村課長）今のご指摘、具体的な運用に関わってくる話だというふうに考えております。

私ども、内部で議論したときにやっぱり背景として非常に点検が義務化される、対象施設

も非常に多いという中で、一定量のやっぱり技術者をちゃんと確保しなきゃいけないって

側面、質の確保もそうだけども、それなりの人を確保しないとなかなか現実には厳しいだ

ろうという問題意識は持っております。 
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 そういった中で、やはりいろんな今、既存の資格がメンテナンスに関してはございます

けども、例えばそういったものをとりあえず活用できるものは基本的に活用していく方向

になっていくんだろうというように思います。そういった意味で、今の坂村委員からご指

摘のあったように、例えばもう少し運用を変えれば、あるいはもう少し問うてる内容をも

う少し工夫によって、例えばこれも活用できないかということについては、例えばこれは

今後の運用の話で、第三者委員会でも議論しなきゃの話になると思いますが、そういった

こともちゃんと、ある程度示すということがやはりその一定量の技術者の確保ということ

につながってて、ひいては社会資本の点検・診断ということがちゃんとうまくいくという

ふうにつながっていくというふうにも考えられます。またそういったことを含めて少し検

討させていただければというふうに思います。ありがとうございました。 
（家田部会長）恐らくあれですよね、これでなるべく早い時期にこの制度をスタートする

として、公募してみて、やってみて、カバーできる領域とカバーできてない領域も見えて

きたり、ここの辺の分野の資格制度はもう一つだね、みたいのが見えてきて、ここんとこ

がまだ足りないんですよってことをまた公開することによってそいつがまたインプルーブ

されてるというようなプロセスですよね。 
（坂村委員）分かりました。 
（家田部会長）そんなことが何か運用上できるようにっていうご意見なんでよね。非常に

重要なことだと思います。それから、磯部先生、手、挙げましたね。 
（磯部委員）表題で入れていただいたこと、緊急だと思いますので、ぜひ早く始めるのが

いいと私も思います。それで、早く始めるので、別紙のところにいろいろな、施設ごとに

書いてありますけれども、施設が決まったとしても点検とか診断というのはいろいろなレ

ベルが恐らくあるんだろうと思います。目視みたいな、ただ見るだけというのから始まっ

て、何か診断をするために計測をする、機械を使って計測をするとか、いろんな技術レベ

ルがあるんだと思います。 
 それについて資格を考えるとき、ひととおりでなきゃいけないのか、逆に言うと目視だ

から簡単かというと、そっちの方が実は技術としては難しいかもしれないというところも

あるので、その辺の発注するときの条件と、それに必要な資格というのが、これも鶏と卵

というお話もありましたので、これからおやりになるってことだと思いますけども、その

関係をなるべく早く整理をしていくといいなというふうに思います。 
 恐らく発注をするときの条件によって、点検・診断をする人の責任の範囲ということに

もつながってくるんじゃないかというふうに思います。点検はしてみたけど、その後、欠

陥がまたどっかで見つかったとか、そういった類いの話です。その辺のことをなるべく早

く整理できるようにしていただけるといいなというふうに私は思いました。以上です。 
（家田部会長）どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょう。はい、どうぞ、お

願いします。 
（岸本委員）少し的外れかもしれませんけども、こういった業務に海外の関係者が関与し



18 

てくるかどうかという中で、そのときに海外での資格の取扱いについては今回書かれてな

いんですけども、どんなふうな考えで整理していくことになるんでしょうか。 
（家田部会長）ご質問ですね。お答えください。 
（森戸調整官）ちょっと先生のお答えに直接お答えしてるかどうかは若干自信はないです

けど、ただ海外企業の参入を考えなきゃいけないという業務は、金額で実は私たち縛られ

ています。 
 ある一定以上の金額を超えますと、いわゆる海外企業の参入も障壁なしにやらなきゃい

けないということになりますので、この資格は当然国内用になるかと思いますけど、もし

そういった業務で資格要件をちゃんと付けたりするようなことにしなきゃいけないとなっ

たときには、国内でおって海外で付与された資格を活用するというのは当然ここではまだ

念頭にないですけれども、そういった業務として海外企業の参入をどうしても入れなきゃ、

本当に考慮しなきゃいけないような業務の発注の際には、それをたぶん現状でもやってま

すが、それぞれの資格を持った方がどれほどの、日本で言う資格のレベルにあるのかとい

うことについて、個別に評価をさせていただくということにきっとなるんだろうというふ

うに思っております。 
 ただ現状として、私ども直轄、国土交通省が発注をさせていただいてるようなこういっ

た点検の業務で、海外の企業の参入を考慮しなきゃいけないような発注をしていく自信が

余りないというのが、そこまでの金額に行ってないというのが現状としてはあると思うん

でございます。ただ、もしそういうこと考えなきゃいけないときには、当然、評価をする

仕組みというのは別途考えなきゃいけないというふうに思ってございます。 
（家田部会長）よろしいでしょうか。この次の議題に、新しい小委員会を１個作ろうやと

いう話が、出てくるんですけど、それの趣旨は何かというと、この今回の緊急提言では終

わんなくて、資格制度というののあり方をもうちょっと継続して、ディープに検討しなき

ゃいけない項目が多いね、ってことでございます。 
 今ご質問ありましたような海外の資格との整合性であるとか、あるいは海外技術を取り

込むことの度量の広さと言いますか、間口の広さって言いますか、それは極めて重要で、

昨日もＮＨＫか何かのテレビ見ていたら、福島第一原発のコンクリートポンプですかね、

何か中国の技術だそうですね。僕はちょっと知らなかったんですけどね。 
 そういうようなことなんかについては、当然考えてかなきゃいけないんですが、そうい

った、より長い目で、しかも広い心でやんなきゃいけないものは継続検討課題にさしてい

ただいて、今回のは、とにかく一刻も早く制度体系を曲がりなりにも実行可能なものを整

えて、そして維持管理がきっちりできる体制をすぐに整えるというとこというとこを、ぜ

ひご理解いただけたらなと思います。須田先生、どうぞ、続けて。 
（須田委員）今ちょっと海外の話が出たんですけど、その海外ではどういう、そういう制

度があるのかなというところがちょっと知りたいなと思ったのが１点です。それともう１

つ、今後、機械設備とか電気設備とか、いろんなところに拡張するという話ですけど、具
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体的にどういうイメージなのかということ。 
 例えば、私の関係するところだと、道路だとこの前の笹子トンネルとか、ああいう天井

が落ちるとか、ああいう話があるんですけど、そういうところに対して今回どういう効果

があるのかとか、そこら辺を教えていただければと思います。 
（家田部会長）いかがでしょうか。 
（田村課長）すいません、海外、ちょっとどういうような資格制度あるかってこと、先生、

すいません、十分なまだ知識がないんですが、例えば、ただ米国なんかの例でいきますと、

ちょっとデータが古いかもしれませんが、例えば堤防の点検なんかをやるときには、やっ

ぱり一定のレベルの技術者でないと点検ができないということが、例えば連邦の管理して

る堤防とか、そういったものにはそういったものが一定のたががはめられてるというのが

あります。 
 ただそれが資格なのか、あるいは一定の経験というんですか、キャリアで決められてい

るのか、それはちょっとすいません、今ちょっと手元には情報はないんですけど、そうい

ったことでやっぱり質の確保ということはやられているというのは聞いたことはございま

す。 
（家田部会長）ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。黒田先生。 
（黒田委員）２点お伺いしたいんですが、まず１点目は、今日の提言が非常に緊急を要す

るということで、その事情はよく分かるんですが、最終的にはこれを、民間の資格を運用

している団体の評価を行って、それを今日ご提案のような資格基準で判断していくという

ことは非常に重要なステップだと思ってるですが、元々この提言書の中にも書いてありま

すけど、発注する側の行政職員の技術者が、特に地方公共団体になりますとほとんどいな

いという現況で、こちらの方が実は緊急なんですね。 
 この緊急を民間の資格、組織を活用することによって、急に行政組織体の中でその発注

業務に携わる技術者を養成することができるかというのはかなり難しいと思うんですが、

１点はそういう業務を代行できるような第三者、非常に公的な性格の強い第三者組織とい

うものが当面必要になるんではないかなと。分野によって違うかもしれませんが。 
 その点をどう考えるかという点が質問の第１点なんですが、もう１点は、メンテナンス

小委員会の方でも各分野別にここ、向こう４、５０年の間にどれぐらいの業務が出てくる

かということは既に金額べースで出しているわけですが、そういう業務をこなしていくた

めに、需要される技術者はどのぐらい必要なんだろうか。 
 現在それに耐える供給が、技術者は現状としてはどのぐらいいるんだとか、いつ頃まで

にどのぐらいの技術者を養成する必要がなければ間に合わないのか、これの辺の需給バラ

ンスの見直し、あるいは現状というのはどうなってるんでしょうか。これ緊急提言ですか

ら、足らんから今すぐやるんだという趣旨はよく分かるんですが、いつ頃までに、これや

ってしまえばいいのかというめどをつけるために、ちょっとお聞きしたんです。以上です。 
（家田部会長）いかがでしょうか。 
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（森戸調整官）今、それではまず１点目、私最後にご説明をしましたように、発注者側も

ちゃんと資格を持たなきゃいけないということで、先生から、すぐやれって、体制がない

じゃないかということにつきましては、実は４つ、技術部会の方から当面引き続き検討す

べき課題だと言っていただいて、１番目が今日の資格の話でありますが、２番目に維持管

理を円滑に行うための体制とか、地方公共団体の支援方策というテーマが２つ目でござい

まして、実は先般８月の５日のメンテナンス戦略小委員会からその議論をスタートをさせ

ていただいたところでございます。 
 資格の話とそっちも両方、両輪だとは思ってございますけれども、そちらで発注者の体

制ということについては、ご議論を昨期から引き続きさせていただくことになるんじゃな

いかというふうに、どちらも引き続き検討すべき課題としてご提示をいただいたところで

ございますので、これも早急にやんなきゃいけないということで思っておるところであり

ます。 
 それから、あと需給の、需要と供給のバランスのことでございますが、これも現状、ま

ず、今回申し上げたような資格の、ある一定の水準を超える資格がどれぐらいあるのかと

いうところについてはまだ完全に把握ができていないところが現状でございますので、当

然、ただ、私ども業務を、発注者から出す業務を発注するに当たっては、当然そこの需給

バランスがない、分かっていかないと、要件として設定するのかどうかというところが非

常に重要なことになってくると。 
 ただ、当然、今後の新しい資格が要るのかとか、そんなところでは、その需給バランス

がちゃんとバランスが取れてるのかということについては、ちゃんと見ていかなきゃいけ

ないので、これ、すいません、先送りというふうに先生にお叱りを受けてしまうかもしれ

ませんが、当然そういうのを早急に今度、資格の登録ができた段階で把握をしていくこと

にさせていただくんじゃないかというふうに、私は思ってございます。 
（黒田委員）ありがとうございました。民間の方でも、どのぐらいの期間に何人ぐらい自

分らの組織で養成しなきゃいけないのか、これ大変強い関心事だと思いますので、その辺

が明らかになれば、追従に公表していただきたいと思います。以上でございます。 
（家田部会長）ありがとうございます。それでは、ほかにはありますか。よろしいですか。 
 どうもありがとうございました。それでは、今日いただいたご意見をできる限りこの中

に反映させていただくという前提で、本件の提案を当部会の提案という格好にさせていた

だいてよろしいでしょうか。 
 ありがとうございます。なにぶん、まずはやれることをどんどんやって、残ってる課題

も継続して検討してくというものでございますので、皆さんのご理解をいただきたいと思

います。なお、文章につきましては大変恐縮ですけども、私の方にご一任いただけますで

しょうか。 
 どうもありがとうございます。それでは、議題の１は以上ということにさせていただき

ます。 
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 続きまして、議題の２でありまして、資料の２の新しい小委員会の設置について、ご説

明をお願いいたします。 
（森戸調整官）それでは、資料の２に基づきまして、議題の２つ目、技術者資格制度小委

員会（仮称）の設置について、ということでご説明を申し上げます。先ほどの提言の方で、

最後の（６）、要は維持管理以外の業務範囲への展開というところで、社会資本の維持管理

は、いわゆるそれを新しく作る新設と表裏一体で密接に関連をするんだと。 
 新設から維持管理を通じた業務発注時の資格で、今回の検討として並行して別途検討す

べき必要があるということでおまとめをいただいたのに関連して、その体制を作らせてい

ただきたいというのが、一言申し上げる趣旨でございます。一応この技術部会の下に技術

者資格制度小委員会（仮称）ということで設置を執行していただきたいと思います。 
 クリップを外していただきますと、１枚紙と後ろのカラーの資料と分かれますが、カラ

ーの資料を横に置いていただきますと、今まで社会資本メンテナンス戦略小委員会で検討

事項４つあったうちでございますけれども、その点検・診断に関する資格制度の確立とい

うとこも含めて、左側で新しく技術者資格制度小委員会という形で設置をさせていただけ

ればというふうに思ってございます。 
 その役割でございますけれども、大きく４つ考えてございます。１つはご提言の最後に

いただいた新設に構造物を作る際の調査・設計の分野における民間資格の登録制度の構築

に向けた検討。それから、２番目でございますけれども、先ほどの緊急提言にもまだこれ

がその範囲を拡充していったりという課題があるということについては私ども認識をして

ございますので、そういった拡充に関する検討。 
 そして３番目は今後この緊急提言、今回、先ほどの議題でまとめていただく予定の緊急

提言で、資格の評価をこれからやっていくわけでありますけれども、その評価案に対する

第三者のご意見をまさにここで頂戴できればいいんじゃないかというふうに思ってござい

ますし、４点目は、いろんなこれからまだ資格制度を作った上で、よりよいものにしてい

くためのフォローアップみたいなこともあるかと思いまして、それについて大きな４点を

この新しい小委員会の役割というふうに考えてございます。 
 カラーの資料、２枚目にめくって行っていただきたいと思いますけれども、概要の２と

いうことで、今回まだ対象部門とか業務区分、イメージでございますけれども、だから計

画をする分野ですとか、調査の業務、あるいは設計の業務で、またそれぞれ施設ごとに、

あるいは施設とか業務対象部門ごとに登録をするようなことを考えていくだろうというふ

うにイメージをしてございます。 
 次のページをお進みをいただきたいと思います。今回どう、今回の新しい資格制度小委

員会で議論する範囲と、先ほどご提言いただいた部分の全体での位置付けでございますけ

れども、最初の計画段階からずっと新しいものを作っていって工事をして、そして点検・

診断・補修設計をしていく一連の流れを考えますと、右側の少し薄い黄土色のところが先

ほど緊急提言をいただいた部分でありますが、今回は左側のオレンジのところで計画です
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とか、地質調査ですとか、設計といったような、そんなところの新しくものを作るといっ

たようなとこの技術者の民間資格の登録制度をご検討いただくためのメインとする小委員

会の設置をお願いしたいということでございます。 
 それから、次のページが先ほど見ていただいた、参考資料で見ていたものと同じでござ

いますけれども、先ほどの緊急提言では対象とする業務分野とか施設は、まさにここに書

かせていただいたとおりですが、この空いてるところを更に対象としての拡充ですとか、

業務の拡充、あるいは技術者レベルの拡充といったようなことの検討についても、今度の

小委員会でお願いをしたいというふうに思ってございます。 
 最後の６ページでございますけれども、今後、先ほど緊急提言に基づいて、点検・診断

分野の資格の評価をしていく際、評価案に対して第三者のご意見をいただく制度を作る際

に、この技術者資格制度小委員会でぜひご意見を賜れるようにしたいなということで、こ

の役割についても担っていただきたいということでございます。 
 資料２の１ページに、文字の書いた紙にお戻りをいただきたいと思いますが、今後のス

ケジュールとしては、新設の調査・設計等の分野における民間資格の登録制度の構築につ

いては小委員会を秋頃に立ち上げさせていただいて、何とか今年中を目途に提言の取りま

とめまで行きたいなということで考えてございますので、ご審議の方、よろしくお願いい

たします。以上でございます。 
（家田部会長）ありがとうございました。ただいまの資料２、それからその後ろに付いて

るいろんな図ですね、この辺についてご意見を賜りたいと思います。はい、福岡先生。 
（福岡委員）福岡です。この制度の設置につきまして、これはこれで必要だなと思ってい

るんですが、１つ申し上げたいことがあります。ようやく維持管理について資格制度がで

きて、さあこれからだと。私は、先ほど来のお話聞いておりまして、維持管理というのが

実は、例えば先ほど久保先生から堤防というのはどちらかというと国や自治体がやるんじ

ゃないのかと、だからインスペクションの合うのかどうかというご議論聞きまして、もっ

ともな議論だと。 
 しかしながら、現在でも堤防のいろんな問題については、国、自治体、民間が一緒にな

っていろいろやっていて、その準備は十分、私はできていると思ってます。いろんな意味

で、そういう意味で、これから必要になるのは、もう維持管理をどうやって本物にしてい

くかということだろうと思うんです。 
 例えば、私の知っている範囲だけで申し上げる、河川についてもそれなりに整備が進ん

できて、もちろん新設とか、今もあるようなことをやっていく計画の話があるんですが、

同時にかなりそれなりのことが進んできたものを、どう維持管理していってつなげていく

のか、新設につなげていくのかという、それは間違いなくあるんですけど、維持管理のウ

エイトが今後どんどん増していくだろうと。 
 そのときに維持管理が動き出して、すぐに新設かと。私はこの資格制度は非常にすばら

しいと思って、やるべきだと思ってるんですけど、まず本音を言えば、様子見たいなと。
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すなわち、この維持管理につきまして、いろいろな、先ほど来からご意見いただいて、私

も実は委員の１人で、この戦略小委員会、家田先生の委員会の委員の１人でして、発言を

控えるというよりもお聞かせ願ってたんですが、もっともだなと思ってて、同時に、いや

あ、そうでもないんだと。 
 実は維持管理については今までもかなりやってきて、キックオフだというけれども、そ

れなりのことをやって、だけど資格制度がないがゆえに、何か行政中心に、行政がやるん

だというようなことになってるところを民間も関わりの中でどうするのかということがよ

うやく芽生えて、やれるようになったと。すばらしいことだと思って、私は緊急にやって

いただきたいと思っています。 
 それで結論です。結構だと思うんですけれども、何かこれ両方でパラレルに動かしなが

らやることというのが、本当に大事なんですかということ、あえて、私は自分の考えとし

て、これどうやってこの両方走らすのかと。維持管理というのはものすごく大事なんだと

言い続けて、新設も維持管理と関係するんだよというのはもっともなんだけれども、これ

をすぐに動かすことにどれだけ納得できる、すなわち先ほど人材の問題あり、何々の問題

ありというときに、もっと維持管理に集中できないのかということを私は個人的に思って、

申し上げたい。以上です。 
（家田部会長）ありがとうございます。維持管理の方をやるか、新設の方をやるかという

問題じゃなくて、技術者資格についてよりディープにやんなきゃいけないと。それを特化

してやる小委員会を作りたいと。その際には、維持管理に関する資格と新設に関する資格

というのは密接な関係があるからまとめてやっちゃうと、こういうことで、当然ですけど

も今回、現在の問題認識は圧倒的に維持管理のとこに緊急性が高いという、そういう認識

であることは、先生と共有されてると思いますが、お答えありましたらお願いしたいと思

います。 
（田村課長）今、福岡先生の方からいろいろご意見をいただきました。確かに維持管理に

ついて言うと、やっぱりこれも小委員会のときにいろいろこういうのがありました。やっ

ぱり維持管理を本当にやろうとすると、例えばこれもいろいろご指摘ありましたけど、も

のの作り方、それもやっぱりそれぞれの時代背景を持った形で作られているものをどう点

検・診断し、評価するか。 
 それに対してどういう処方箋を講じるかということで、極めて高いレベルの技術が求め

られている。一方では、そこをやっぱりきちっとやってくのがものすごく大事だというこ

とで、今後の維持管理の仕組みについては、まだこれから始めるといったばっかりですし、

まだ十分分野もカバーできてはいないので、その拡充はしっかり議論させていただければ

と思います。 
 あともう１つ、私どもの問題意識持っているのは、やっぱりこれまでも新しくものを作

るときに、ちゃんと維持管理ってことをちゃんと考えてものを作ってきた部分もあるのか

なっていう問題意識もちょっと持っていまして、そういった意味では維持管理と新設、ま
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さにご提言の中でもいただいた、やっぱり密接な関連がある中で、これからはやっぱり維

持管理がメインになるとしても、やっぱり新設の構造分も出てくる。 
 そういった中で、今後、維持管理をいかんせんやっていくためには、やっぱり新設の段

階から維持管理とか、まずしっかりものを作るということについて視点もやっぱり不可欠

なんだろうなということがありまして、新設ということについてもやっぱり検討していか

なくてはいけないのかなというふうに思ってます。 
 ただ、議論の進め方については、またいろいろと委員会の中でのこういう方法論、今日

ご審議いただきました議論の進め方については、いろいろとご議論いただければというふ

うに思いますが、そういった問題意識を持って、私どもとしてはやっぱりきちっと議論し

て出尽くしたんじゃないかなと、今回提案をさせていただきます。 
（家田部会長）恐らく福岡先生おっしゃりたいのは、この新しい小委員会のタスクの最初

に出てくるのが新設の登録制度の検討かって言われると、それはちょっと違うんじゃない

のという感じがされるんだと思うんです。言わば、一番やんなきゃいけないのは、さあ、

この登録の維持管理に対して、始めてそのフォローアップとか、それから、第三者的な意

見とか、足りない分野はどこかとか、どうやったら新しく作れるかってなことをやりつつ、

だけど維持管理は新設とも関係があるから、新設の方も検討しますよと、こういう感覚で

しょ。 
（福岡委員）１点だけ。 
（家田部会長）はい。 
（福岡委員）もう大体納得しましたけど、簡単に納得しちゃうのもまずいんですけれども、

本当はもっと申し上げたいんですが趣旨は分かります。ここの中でぜひやっていただきた

いのは、維持管理をやったことによって吸い上げるべきものがあると思うんですよ、いっ

ぱい。それ、どこが受け皿になるんですかと。 
 例えば自治体やなんかで維持管理を初めて資格制度でやっぱりやってみると、いろいろ

出てくるだろう。その吸い上げたやつ、そういうやつをどこで吸い上げて、それが新設に

つながっていくと、いろんなものにやっぱりメカニズムがあると思うんですけど、その辺

をこの①②③④の中にちゃんと入ってて、維持管理と非常につながってると。維持管理を

やることがベースにあって、それからこういうものに必然的につながってるんだというこ

とが分かるようなものにしていただければ、私はそれで結構でございます。 
（家田部会長）今、福岡先生がおっしゃった①②③④というのは、これの最初の１、２、

３、４ですか。それともこの。 
（福岡委員）いえいえ、大変失礼しました。ここの①②③④って。１ページ、概要－１で

す。 
（家田部会長）概要－１ですね。 
（福岡委員）ええ。 
（家田部会長）ありがとうございます。 
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（福岡委員）この中で何かどういう、本当に、吸い上げ方をするのかなというのは。作る

のはいいんですけど、その辺をお願いしたいなと思います。 
（家田部会長）ありがとうございます。極めて重要なご指摘が２つの側面であると思うん

です。１つは新設するところの、資格制度の小委員会の中で吸い上げてくという側面があ

るし、それから、先ほどお決めいただいた緊急提言の１ページに１、２、３、４と、まだ

やんなきゃいけない課題があって、その２つめのところに「維持管理を円滑に行うための

体制、地方公共団体等の支援方策」みたいのがあって、そこで何が課題だとか、ちゃんと

やれてるのかとか、そういうのが、フォローアップが必要ですよね。 
 今回、提案されてる小委員会はあくまで資格制度のとこを先鋭的に検討していただくと

いうことでございますので、全てのメンテナンスのことを新しい小委員会でやるんじゃな

くて、資格制度だというとこをご理解いただけたらと思います。花木先生、どうぞ。 
（花木委員）ありがとうございます。先ほどは緊急提言が、緊急性と、それから現実にも

う社会資本があるということですので、発注業務単位で資格を決めてくということには賛

成だと思いました。ただ、今度新しいインフラということになりますと、従来の発注業務

単位で考えていくのがいいのか、というか必ずしもそうではないと思うんです。これは将

来の日本としてのビジョンを示すものでやんなきゃいけない。 
 そこには見識も示さなきゃいけないということだと思いますので、新しいものについて

の資格を考えるときには、ぜひ横断的な仕組みの資格を考える。あるいは、少なくともプ

ランニングのとこについては横断的な部分で資格を作るとか、そういった部分が必要だと

思うんです。 
 そういう意味じゃ、先ほど維持管理と新設で通じる部分があるんだけども、１対１で通

じるというんじゃなくて、通じるところもあるけども新設のところは横断的に、将来の方

向を見つめたものを作っていくと。そういった部分もぜひご検討いただきたいというふう

に思っております。要望でございます。 
（家田部会長）ありがとうございます。井出先生、どうぞ。 
（井出委員）２つあります。まず概要の２のところの、先ほどから話題になっております

新設の①なんですが、やはり維持管理で全てのインフラをそのままの機能で保持すること

は難しいということは皆さん分かっていらっしゃるので、更新、あるいは本当に建て直し

たり、地域ごとに統廃合してまとめていくということが必ず必要になってくるわけで、そ

ういったときにやはり維持管理だけではなくて、一歩踏み込んで、新設のコストとバラン

スを見ながらどうするかという、全体的な意思決定が必要になるので、そういったことも

考えると、新設まで視野に入れた技術体制を構築するという意味では、非常に時代に合っ

たことなんじゃないかなというふうに私自身は感じました。 
 もう１つは、概要の４のところの民間資格の登録制度の評価というところなんですが、

原案ではまず公募をして、申請があったものだけについて評価をするということなんです

が、５年間何もしないでほったらかしにしておくのかなというのが非常に心配でして、定
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期的なモニタリングをしていかないと、実は民間が入ることによって予期せぬ、いろいろ

不都合なことも起こってくるということは十分考えられます。 
 その、一番そういったときに被害を受けるのが、資格を受けようと思ってお金を払った

けれども、ものにならなかったという一般の方々ということになるわけで、定期的なモニ

タリングの制度を併せて考えていただきたいということで、財務状況のチェックですとか、

試験の実施状況が、有資格者が本当にどれだけちゃんと輩出されているか、あるいは本当

に、そもそもその資格って必要だったのという検討もするべきだと思うので、定期的なモ

ニタリングの制度も併せて考えていただければと思います。以上です。 
（家田部会長）ありがとうございます。山岡さん、どうぞ。 
（山岡委員）山岡です。外野みたいなところの分野ですけど、この技術者資格制度小委員

会というのはどの程度長期間設置されるのかというようなところをちょっとお聞きしたく

て、つまり、緊急に何か動かそうということですけども、先ほどいろんな先生からおっし

ゃられたように実際にそれに対応した需要がどのくらい出てくるかとか、あとは仕組みが

うまく転がっているのかということをやっぱりこの委員会でできればある程度の長期にわ

たってチェックをしていただきたいと思うんですが、何か提言をやって終わりっていうこ

とではないですよね。 
 継続して、ある程度は運営されていくというふうに理解してるんですが、それでよろし

いでしょうか。 
（家田部会長）いかがでしょうか。 
（森戸調整官）今の山岡先生のご質問にお答えして、もちろん、今回提言だけで終わりと

いうことではなくて、今後ずっとフォローアップもしていくということも概要の中に入れ

てございますので、長期間設置をさせていただくことになるんじゃないかというふうに思

ってございます。 
 それから、井出先生からのご質問にあった２点目で、定期的にモニタリングをするとい

うことにつきましては、提言のところにも、定期的に通達の運営体制とか、事業計画書と

か収支計画書見ていくことを入れさせていただいてございますので、それは適切にやらせ

ていただきたくことになると思います。よろしくお願いいたします。 
（家田部会長）ありがとうございました。時間が来てしまいまして、そろそろ締めたいと

思うんですけども、加えてご発言の方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 
 それじゃあ、今いくつかのご意見いただきました。資格の問題だけではないぞというご

指摘もございましたし、それから今お話が出ましたように、これはある程度長い目でフォ

ローアップしなきゃいけない面もあるし、一方で、時間、ターゲットを決めて、これとこ

れとこれをやってクリアしていくという面ももちろん必要ですので、その辺、継続してご

検討していただきたいと思いますが、基本的にはこの小委員会設置ということでお認めい

ただけますでしょうか。よろしいですか。 
（「異議なし」の声あり） 
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（家田部会長）ありがとうございます。それでは、ご承認いただいたということにしたい

と思います。以上２点が今日の審議事項でございます。その他の議題は、事務局、ござい

ますか。よろしいですか。 
（田村課長）特に。 
（家田部会長）それじゃあ、私の司会をお返しいたします。 
（田村課長）それでは、以上で議事は終了となりました。家田部会長、大変ありがとうご

ざいました。最後に事務局から２点ご連絡申し上げます。 
 まず、議事概要でございますが、本日の技術部会の議事録につきましては、後日、各委

員の皆様に送付させていただき、ご了承が得られましたら公開をさせていただきたいと思

います。また、一両日中に速報版ということで、簡潔な議事概要を国土交通省のホームペ

ージにて公表させていただきたいと考えております。 
 それから２点目、資料でございますが、本日配布させていただきました資料につきまし

ては、後日お届けするということでよろしければ、事務局の方から郵送させていただきま

す。その場合には、お名前をご記入の上、机の上に資料を置いたままお帰りいただければ

というふうに思います。 
 本日はこれをもちまして閉会とさせていただきます。本日は熱心なご審議、誠にありが

とうございました。 
 


